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原子力損害賠償紛争審査会による現地視察結果について 
 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 8 日 
原子力損害賠償紛争審査会 

 
１．日程  

令和７年９月１日（月）、２日（火） 
 

２．目的  

○ 中間指針等に基づく賠償の実施状況を確認するため、被災地域の現場を視察す
ること 

 
３．視察委員  

大村会長、江口会長代理、笠井委員、鹿野委員、古笛委員、田代委員、手嶋委員、
横山委員 計８名 

 

４．視察行程  
  

９月１日（月） 
双葉町 
 

 特定帰還居住区域（石熊地区）、双葉駅前を視察。 
 双葉町役場において、伊澤町長、岩本議長等と意見交換。 
 双葉町役場において、双葉町民の方と意見交換。 

  

大熊町  中間貯蔵施設を視察。 
  

９月２日（火） 
大熊町 
 

 特定帰還居住区域（新町）、中央産業拠点、産業交流施設等を視察。 
 CREVAおおくまにおいて、吉岡副町長、仲野議長等と意見交換。 
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原子力損害賠償紛争審査会による現地視察における 
被災自治体等の賠償に関する主な御発言概要 

 
１．自治体首長等との意見交換  
【双葉町】 
・日常生活阻害慰謝料の賠償に係る終期について、双葉町の特定復興再生拠点区域
の避難指示が解除された令和 4 年 8 月 30 日までとするよう指針を見直してほし
い。本件については、昨年度に内田前会長より文書にて回答いただいたが、回答内
容については、当町及び当町民が被った被害の実情を踏まえたものとは言い難く、
到底受け入れることはできないことから、改めて要望させていただく。 

・和解仲介等の手続きによらず、直接請求によって一律に対応できるよう指針を見
直すこととともに、審査会にて検討し要望に沿った内容とすること。 

・営業損害賠償においては、農林水産業者も商工業者も同じ生業であり、業種に問わ
ず賠償基準の平準化を求める。 

・農業にしても商工業にしても代々続いた生業であり、その土地で生業が断たれた
ことから、のれん代や看板代などの慰謝料が必要である。 

・個別具体的な事情に応じてとあるが、全国に避難をしている住民がそれだけの対
応ができると思っているのか。 

・原賠審については、本当に被災地に向き合っていただきたいというのは、町長、議
会、町民の皆さんが思っているところ。 

・営業損害に関しても ADRセンターを活用とのことだが、東京電力は「公共用地取
得に伴う損失補償基準」をもって、ADRセンターで和解まで行かず、引き下がる
場面が続いている。公共事業等によって故郷を失った訳ではなく、原発事故によ
って失っているので、その点を十分考慮してほしい。 

・避難先で生業を再開するということは、並大抵なことではない。そういった苦境を
何とか汲み取っていただき、営業損害や精神的損害の終期を避難指示解除までと
していただきたい。 

・個別具体的事情に基づいて賠償を主張することについて、恐らく高齢者の方は難
しいと思う。また、それ以上に突き放されたような感想を抱いている。 

 
【大熊町】 
・中間指針第五次追補策定後も被害者の生活や事業の再建が確実に果たされるよう、
帰還困難区域等への現地視察、関係市町村からの意見聴取、さらには後続訴訟に
おける判決等の調査・分析等を踏まえ、迅速、公平かつ被害者に寄り添ったきめ細



（審 70）資料 1－1 

3 
 

やかで適切な賠償がなされるよう、自ら定める指針を不断に見直すこと。 
・東京電力に対するさまざまな不安感や不信感を真摯に受け止め、被害者の心情に
も配慮し、合意に至っていない従来の賠償請求にも誠実に対応させるなど、必要
な相談体制を確保し、賠償手続きの負担軽減、未請求者への周知や個別訪問等に
よる手続きの支援、これまで以上に被害者に寄り添ったきめ細やかな取り組みを
徹底させることを審査会として東京電力に強く申し入れること。 

・帰還や避難生活の長期化に生じるさまざまな精神的な苦痛、生活費の増加費用、就
労不能に伴う損害、家賃等の避難費用等について、地域の実情や個別具体的な事
情等に応じた適切な対応をさせるよう、審査会として東京電力に強く申し入れる
こと。 

・一時立入したときの証拠書類について体系化されておらず、請求する際に準備が
できないという話を聞いている。現在、東電も検討していると聞いてはいるが、も
う少し分かりやすくしていただき、賠償請求ができるようにしてほしい。 

・避難が長期化すると、避難先の方の拠点で地盤ができてしまい、心情的には町に戻
りたいと思っていても、拠点をもう一度手放して移り住むということは難しい。
年数が経過していくほど、特に高齢の方だが、帰還に踏み切れなくなってしまう
ところがある。 

・商工業者の場合は 2 年分の２倍の額を一括賠償して終了。一方、農林水産業は現
在も賠償が続いているので、平準化を求めたい。商工会は中央省庁に必ず要望活
動に行っており、要望書は受け取ってくれるが何も進まない。東京電力に直接行
ったとしても進まない。審査会から業種にとらわれない賠償スキームを提案して
いただきたい。 

・第五次追補の追加賠償について、住民の方から、自分は対象にならないと思い込ん
でしまって賠償の請求すらしていないという方が一定数いると聞いている。どう
いった方が賠償になるのか、分からない人であればまず個別に相談いただきたい
というような広報をしていただきたい。 

 
２．双葉町町民との意見交換  
場所：双葉町役場 
参加者：双葉町民 ３名 
・毎年審査会において、被災地を訪問しているが、どういう感想を持っているか。
商工会の登録業者が震災以降 128 社も脱退している。双葉町では事業再開が見込
めないと判断されたのではないか。そのことについてどのように捉えているか。 

・双葉町は避難指示解除されていない部分がたくさんある。解除後 200 人程度しか
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帰還していない中で事業をやるとなると相当ハードルが高い。そういったことも
審査会において考えてくれているのか。 

・農業・漁業については賠償が続いているが、商工業と格差があるのはなぜか。 
・いわき市や南相馬市などから従業員が双葉町まで通っている。その際の高速代や
燃料代、宿泊費などの追加経費について賠償には組み込まれていない。 

・震災から 15 年になって、双葉町の農業や商工業の復興が一番遅れていると思う。
審査会においても復興状況に対してどうにかならないのかと声をあげてほしい。 

・なかなか除染について話が進んでいなかったが、来年より着工するという話を聞
いてほっとしている。一方、帰還して農業何やりますかというアンケートがあ
る。今まで米作りしかしたことのない農家からすると、他の野菜の栽培のノウハ
ウは何もないが、米を作ったところで風評被害などもあり売れるのか。 

・水田への水路についても、すぐには使えない状態。水路も除染の際に直してくれ
るのか。 

・行政区の総会で毎年意見交換会をしているが、今後の農業をどうするのか、全然
先が見えない状況で、今後どうしたらいいのか分からない状態である。 

・原発の装置からの事故ではなく自然災害からの事故かもしれないが、だれも住め
なくなった状況の中、賠償を途中で打ち切るということは絶対にあってはならな
い。帰還困難区域が解除されていないところはたくさんある。賠償を打ち切るこ
となくしっかりお願いしたい。 

・賠償は受け取っているが、細かい賠償までは踏み込んで受け取っていない。いわ
き市で仮の事務所を借りていた。震災後１，２年は賠償をいただいていたが、突
然、双葉町に戻るのであれば、その分は減額すると言われた。請求するにあたっ
ても、必要な書類を用意することに労力を使う。それをしている時間もないた
め、それ以降は請求していない。 

・個別の賠償が全体へ伝わっていない。避難先からの交通費などについて請求すれ
ば賠償がもらえるということを周りの人から聞いた。ただ、自分は避難してから
今までの分、請求をしておらず、一切もらっていない。 

・先ほど委員が、個別の事情に応じた賠償と言ったが、時間と体力がないと請求書
類を作成することは困難である。特に高齢の方々については、請求書類を作成す
るだけでもうおっくうで、途中で請求をしない方が結構多いと思う。 

・震災直後に ADRで申し込んだが、話が 1，2 年経っても全然進まず、ADRをやめ
て東電へ直接請求をしたところ、それなりにスムーズに支払われた。 

・個別具体的な事情について、高齢者は請求書類の提出が困難と思われるが、商工
会としてそういった方の分まで一括して賠償請求することは可能なのか。 
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・双葉町には中間貯蔵施設がある。この中間貯蔵施設にものがあるうちは、何を作
っても、風評被害が出てくるかと思う。作物を作っても売れない、怖いところに
は行けないという話が出てきている。法律で決めた通り、（除染土の搬出を）しっ
かりやってもらいたい。 

・高齢の方は ADRの書類を書くことが困難なので、書類を代行してくれる方がいる
といいと思う。私が賠償請求した時も、東電の担当の方が家まで来て話を聞きな
がら書類を作成した。そういった代行や訪問などがあるといいと思う。 

・こういった貴重な機会をしていただいたので、ここでの話を少しでも反映できる
ように審査会の場でも考えてほしい。 



原子力損害賠償紛争審査会 

会 長  大村 敦志 様 

 

 

 

 

原子力損害賠償紛争審査会の 

今後の審議に向けた 

要 望 書 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月１日 

 

福 島 県 双 葉 町 長 伊澤  史朗 

福島県双葉町議会議長 岩本  久人 



原子力損害賠償紛争審査会の今後の審議に向けた要望書 
 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により全町避

難を強いられてから、１４年５か月が経過した今もなお、避

難を余儀なくされた多くの町民は、４３都道府県３００以上

の自治体で将来への不安を抱えながら長期にわたる避難生活

を続けています。 

当町では、令和４年８月に特定復興再生拠点区域の避難指

示解除が実現し、住民の居住が可能となりましたが、なお町

域の約８５％を帰還困難区域が占めており、また町内の居住

者も現在１９２名であり、住民帰還が進んでいるとは言えな

い状況です。 

また、改正福島特別措置法により制度創設された特定帰還

居住区域については、除染・解体等の取り組みが緒についた

ばかりであるとともに、残りの帰還困難区域については、解

除の方針や時期さえ未だ示されておらず、今もなお、多くの

町民がいつふるさとに帰還できるのか不安な中、先の見えな

い避難生活を強いられており、精神的、経済的に受けている

苦痛は計り知れません。 

当町はこれまで繰り返し、被害者の一刻も早い救済のた

め、貴審査会に対して、現地調査や被害者からの意見聴取、

民事裁判の判決内容の精査等を反映させた中間指針の見直し

について再三に渡り要望してまいりました。令和４年度に決

定された「第五次追補」は、これまでの当町の要望を一定程

度反映されたものと受け止めておりますが、町民の置かれた

状況や感情に対し十分鑑みた内容であるとは言えない状況で

す。 



今後、中間指針の見直しに当たっては、被害者の救済を早

急に図るため、司法の判断を待つばかりではなく、貴審査会

において、現地をつぶさにご覧になり、被害住民の声に耳を

傾け、より被害者の視点に立って、引き続きしっかりと御審

議いただきますようお願いいたします。 

また、東京電力に対し、中間指針は賠償の最低基準である

ことを深く認識させるとともに、被害者の視点に立った柔軟

な解釈の下で「３つの誓い」の厳守と誠意を持った迅速な賠

償について、引き続き指導していただきますようお願いいた

します。 

町民一人ひとりの被害に対する早急かつ確実な賠償と生活

再建の実現に向け、貴審査会においては、以下の事項につい

て取り組まれることを強く要望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）日常生活阻害慰謝料について 

当町では、令和４年８月３０日に特定復興再生拠点区域の避難

指示解除が実現し、原発事故から１１年５か月でようやく住民の居

住が可能となったが、今もなお町域の約８５％が帰還困難区域の

ままであり、避難の状態が続く多くの町民は、いつふるさとに帰還

できるのか不安な中、精神的、経済的に被っている苦痛は計り知

れず、中間指針で示されている損害の範囲を大きく超えているも

のと認識している。 

このことを踏まえ、昨年まで日常生活阻害慰謝料を含む中間

指針の見直しを要望してきたところであるが、令和７年１月２８日

付けで貴審査会長名で回答された『「原子力損害賠償紛争審査

会の今後の審議に向けた要望書」に対する回答』では、今後も中

間指針の見直しを検討していくとしながらも、日常生活阻害慰謝

料においては、賠償の基準は確定判決に依拠したものであって

特定の避難指示の解除の時期を基に設定されたものでないとし

て、当町の理解を求めている。 

しかし、この回答は、新たな確定判決がない限り、双葉町が抱

える個別具体の事情と損害との相当因果関係の可能性を考慮せ

ず、平成３０年３月末までを目安とする賠償の対象期間を見直し

の対象外とすることを結論付けているに等しいものと言わざるを得

ない。 

これは、他の自治体に比べ、長期間に及ぶ避難生活により住民

の苦しみが継続している実態など、当町の個別事情を一顧だにし



ない姿勢が生んだ結果であり、被害の実情を踏まえたものとは言

い難いと断じるほかなく、到底受け入れることはできない。 

以上のことから、貴審査会の定める中間指針において、避難費

用及び日常生活阻害慰謝料の賠償となる期間は、少なくとも当町

の特定復興再生拠点区域が解除された令和４年８月３０日までと

するよう見直すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）避難指示区域内の営業損害及び就労不能損害 

避難指示区域内の商工業者の営業損害及び就労不能損

害の終期については、中間指針において「被害者が従来と同

等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが

合理的である」とされていることを踏まえ、一律に終期を定める

のではなく、一括賠償後においても損害が継続又は発生して

いるかを詳細に調査し、地域の現状や事業の特殊性、個別具

体的な事情をしっかりと把握した上で、確実かつ迅速な賠償

の実施について審議すること。 

 

 

（３）原子力損害賠償の水平展開について 

原賠審において、集団訴訟に係る最高裁判所決定や確定高

裁判決、原子力損害賠償紛争解決センターが提示する和解事例

と同様の損害を受けている被害者に対しては、和解仲介等の手

続によらず、直接請求によって一律に対応できるように指針を見

直すこと。 



原子力損害賠償紛争審査会 

会長 大村 敦志 様 

 

 

 

  

原子力損害賠償に係る要望書 

 

 

 

 

 

令和７年９月２日 

 

大 熊 町 長 吉 田  淳 

 

大熊町議会議長 仲 野  剛 



・原子力損害賠償紛争審査会の今後の審議に向けた要望書 

  

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故か

ら約１４年６か月が経過しました。当町においてはこれまで、

大川原地区での役場再開、災害公営住宅の整備、商業施設や

交流施設などが開所し、令和４年６月３０日には、旧市街地

である特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除されま

した。 

これを受け令和６年４月には、下野上地区に、新たに整備

された原・大野南再生賃貸住宅への入居が開始となり、さら

に、大野駅西交流エリアに整備を進めておりました大熊町産

業交流施設「CREVA おおくま」や大野駅西商業施設「クマ SUN

テラス」が令和７年３月１５日にグランドオープンを迎える

など、確実にふるさとの復興に向けた取り組みが進展してお

ります。 

  しかしながら、現在も町土の約半分に及ぶ区域が帰還困

難区域であり、今なお、特定復興再生拠点区域外の住民の方

は、避難を強いられている状況が継続しております。また、



たとえ避難指示解除となったとしても、町内において安定し

た生活を送るまでには、相当の時間と労力が必要となります。 

  令和３年８月３１日に「特定復興再生拠点区域外への帰

還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」が政府から

示され、令和５年６月２日に福島復興再生特別措置法の一部

が改正され、避難指示解除による町民の帰還および帰還後の

生活再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度が

創設されました。 

これを受けて、令和５年９月２９日に「大熊町特定帰還居

住区域復興再生計画」が認定され、さらに、令和６年２月２

日に計画区域の拡大が認定されました。認定された計画に基

づき、令和１１年１２月末までの避難指示解除に向け、特定

帰還居住区域内の除染・家屋解体や道路・上下水道等のイン

フラ復旧等に取り組んでいるところです。 

  このような状況の中、今なお多くの町民は避難生活の長

期化に伴う精神的な苦痛、経済的な負担を被っており、その

内容は、避難が長引くにつれて深刻化し多様化しております。 

 当町では、町民の負担を軽減するよう、「東京電力福島第



一、第二原子力発電所事故等による原子力損害の範囲の判定

等に関する中間指針」（以下「指針」という。）の見直しを要

望してまいりましたが、令和４年１２月２０日に指針第五次

追補が発出され、約９年ぶりに指針の見直しが行われました。  

 審査会におかれましては、復興の状況だけではなく、目を

背けたくなるような当町の現状を十分に御理解いただき、国

策として推進してきた原子力発電所の事故により、苦痛を強

いられている町民及び事業者の被害実態に即した内容とな

るよう自ら定める指針を不断に見直すことに努めていただ

きたい。  

 以上を踏まえ、改めて、下記の事項について、その実施を

強く要望いたします。 

 

 

 

 

 

 



記 

１． 適時適切な指針の見直しについて 

「中間指針第五次追補」策定後も、被害者の生活や事業

の再建が確実に果たされるように、避難生活の長期化が継

続している被害者や被災地の実情をしっかり受け止め、被

害者それぞれの立場に立った賠償が迅速かつ柔軟になされ

るよう、帰還困難区域等への現地視察、関係市町村等から

の意見聴取、さらには後続訴訟における判決等の調査・分

析等を踏まえ、迅速、公平かつ被害者に寄り添ったきめ細

やかで適切な賠償がなされるよう、自ら定める指針を不断

に見直すこと。 

 

 

 

 

 

 

 



２．被害者の視点に立った誠実かつ迅速な賠償の対応について  

以下の事項について、審査会として東京電力に強く申し入

れること。 

（１）東京電力に対する様々な不安感や不信感を真摯に受け

止め、被害者の心情にも配慮し、合意に至っていない従来の

賠償請求にも誠実に対応させるなど、これまで以上に被害者

に寄り添ったきめ細やかな取組を徹底させること。 

（２）賠償請求手続きについては、被害者の負担軽減を進め

るとともに、全ての被害者が確実に賠償請求をすることがで

きるよう、必要な相談体制をしっかりと確保した上で、対象

となる賠償項目及び請求方法の分かりやすい表記、賠償請求

未了者への手続きの一層の周知や、個別訪問等による手続き

への支援、相談窓口等での誠意ある丁寧な対応をこれまで以

上に徹底して行わせること。 

（３）「第四次・総合特別事業計画」に掲げられた「最後の

一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」

及び「和解仲介案の尊重」の「３つの誓い」を再認識し、厳

守徹底させること。 



３． 帰還や避難生活の長期化等に伴う賠償について 

 帰還や避難生活の長期化により生じる様々な精神的な苦

痛、生活費の増加費用、就労不能に伴う損害、家賃等の避難

費用等について、地域の実情や個別具体的な事情等に応じた

適切な対応を含め、被害者の立場に立った賠償を行わせると

ともに、避難指示解除から相当期間経過後も賠償の対象とな

る「特段の事情がある場合」については、避難指示解除後の

現状をしっかりと把握した上で、個別具体的な事情に応じて

柔軟に対応させるよう、審査会として東京電力に強く申し入

れること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． ＡＬＰＳ処理水の処分に関する風評被害への賠償につ

いて 

一昨年８月よりＡＬＰＳ処理水の海洋放出が開始された

が、海洋放出は長期間にわたる取組であり、国や東京電力に

おいては、新たな風評を生じさせないという強い決意の下、

徹底した安全対策や正確な情報発信の対応に努め、万全な風

評対策を徹底的に講じることはもちろんであるが、それでも

なお風評被害が発生した場合の賠償に対しては、農林水産業

や観光業、商工業のみならず、あらゆる業種において損害の

範囲を幅広く捉え、簡易かつ柔軟な手法により、被害の実態

に見合った賠償を迅速かつ確実に行うとともに、事業者が安

心して事業や生業に取り組むことができるよう、審査会とし

て東京電力に強く申し入れること。 

 


